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款

予算説明書
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総務費

1 概要

一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)のコミュ

ニティ助成事業助成金を活用し、自治会におけるコミュニティ活動に直接必要な備

品の整備に係る経費について助成を行うことで、地域コミュニティ活動の充実・強

化を図るもの。

項

総務管理費

目

一般管理費

2 事業内容

(1)自治会活動用具整備費補助金(一般コミュニティ助成事業)

ア対象団体下西山町自治会

イ事業内容冷暖房空調機整備及びテーブル・椅子等のコミュニティ活動

備品の整備事業

総事業費 2,592千円

購入備品一覧

番号

1 -1

事

コミュニティ助成事業費

補助金

業 名

番号

補正額

千円

2,500

2

エアコン【工事費等を含む】

3

会議用テーブル

補助率

補助金額

3 財源内訳

ミーティングチェア(4肱Ⅲセット)

総事業費

①

1 0/1 0 (※助成申請額は、 10 万円単位)

2,500千円(補助上限^動

千円

2,592

品名

予算

計上額

②

※事業助成金(一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成事業助成金)

千円

2,500

国庫

支出金

千円

県

支出金

財 源

千円

数量

地方債

内

1式

訳

200

千円

巧セット

その他

※

千円

2,500

_"ル

財源

1

対象団体

負担額

①一②

千円

92
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エアコン(室内機・室外機)

①

②

下西山町自治会活動備品

2 エアコン(その他)

①

令

トー

①室内機

②室外機

3 会議用テーブル

冷罵^謝

28

.

②

③

■15叫.動"朋.冨゛,'

①りモコン

②コインタイマー

③配電ボックス

4 ミーティングチェア

VVI,80O X D450 X H705

ワイメ、卑,、'd轟ι島'貼■ι.、..、゛
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【参考】コミュニティ助成事業実績と申請の流れ

1 助成実績(一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業)
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茂木ペーロン保存会
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地域づくり助成事業

【当初】

本石灰町自治会

(太鼓の整備)・・・②

昭和町水源自治会(音響設備他
コミュニティ活動備品の整備)・・①

柿泊町ペーロン保存会

(コミュニティj舌動備品(ペーロン仔^α^)・・③

【追加】

平山台2丁目自治会

(コミュニティ活動備品の整備)ー・①

西浦上東部地区自治連合会(太鼓の整備)・・①

③

コミュニティセンター助.成事業

①

八幡町自治会

榎津通り自治会

賑町自治会

上切通自治会

(コミュニティセンターの建設
::_ ニ'.ニ
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御旅所の誘導・警備
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提灯等の購入
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運営協議会

鯱太鼓の鯱の軽量化
及び損傷箇所の修繕

(備考)所管課・一①自治振興課、②文化財課、③観光政策課

令和3年度助成予定一覧(長崎市)※自治振興課担当分以外
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恵美須船、宝恵船、

豊来船の修理

2,200 千円
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【参考】コミュニティ助成事業実績と申請の.流れ

3 申請フロー図(令和3年度コミュニティ助成事業の流れ)

①募集

⑥申請書提出

副申害提出

⑦助成決定通知

⑫提出{最終締切}

(R4.4,8 期限)

②募集

(R2.8.17~10,23)

⑬助成額交付(通知)

⑤申請書提出

⑧助成決定通知

(R3,3.29 付通知)

⑪提出

③周知・募集

{R2.8.18~9.25}

完了後2月以内

⑭助成額交付(通知)

④申請書提出

"」

⑨助成決定通知

⑩実績穀告書提出

(完了後速やかに)

⑯助成額交付(通知)
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0長崎市ニミュニティ助成事業贄補助金交付要綱

網的)

第1条この要綱は、地域コミュニティ活動の充突・強化を図り、もって地域社会の健金

な発展と住民福祉の向上に寄与するため、一般財団法人自治総合センター(以下珀治

総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」

という。)第2に規定するコミュニティ助成事業のうち、一般=ミュニティ助成事業、

コミュニティセンター助成事業、青少年健全育成助成事業及び地域づくり助成事業を実

施した者に対し、予算の定める範囲内において、コミュニティ助成事業贄補助金(以下

「補助金」という。)を交付することについて、長崎市補助金等交付規則(昭和63年長

崎市規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。

(補助事業)

第2条,補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第2

に規定する7般コミュニティ助成事業、=ミュニティセンター助成事業、青少年健全育

成助成事業及び地域づくり助成事業とする。

(補助事業者)

第3条補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う者であって、白治総合センター

が、市長に対し事業実施主体(実施要綱第4第1項に規定する事業実施主体をいう。)

として助成の対象と決定したものとする。

(補助対象経費)

第4条補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第6に規定する助成対象経費とする。

(補助金の額)

第5条補助金の額は、自治総合センターが市長に対して助成を決定した額とする。

(交付の申請)

第6条規則第3条第1項に規定tる市長が定める期日は、補助事業を行う年度の12月末

日までとする。

2 規則第3条第2項の規定により、同条第1項第3号の書類の添付は、省略させるもの

と司、る。

(交付の条件)

第7条規則第5条第1項第4号に規定tるその他市長が必要があると認める事項は、補

助事業に係る収支を明らかに'した帳簿及び関係書類を備え、これらを補助事業完了後5

年間保存しておくこととする。

資制・1

平成30年9月13日

告示第549・号
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(実績報告)

第8条規則第12条に規定する別に定める期日は、補助事業を完了した日後30日を経過司、

る日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とする。

2 規則第12条第2号に規定するその他市長が必要と認める噐類は、炊に掲げる事業の区

分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(D 一般コミュニティ助成事業、'コミュニティセンター助成事業、青少年健全育成助成

事業及び地域づくり助成事業

ア支払いに関,、る領収書の写し(支払いが完了していない場合にあつては、支払う

旨の確約書)

イ完了写真

(2)一般コミュニティ助成事業及びコミュニテイセンター助成事業管理運営規程(備

品を整備するものにあつては、備品台帳を含む。)

(3)コミュニティセンター助成事業 、

ア建物登記簿謄本

イ士地登記簿謄本

ウ士地の所有者が補助事業者と異なるときは、その土地が使用できる根拠書類

立、図ご1二

④青少年健全育成助成事業及び地域づくり助成事業印刷物・作成物仕也域づくり助

成事業にあつては、印刷物を作成する事業に限る。)

(補助金の交付)

第9条規則第15条第1項ただし書の規定により、補助金は、概算払により交付するとと

ができる。ただし、補助事業完了後に請求書の提出があつた場合を除く。

(財産処分の術邨艮)

第10条規則第19条ただし書に規定する市長が別に定める期,問は、、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第巧号)で定める耐用年数とする。

2 規則第19条第2号の規定により市長が別に定めるものは、補助事業により取得し、又

は効用の増加し,た価額が50万円以上の備品とする。

(委任)

第Ⅱ条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。
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令和3年度コミュニティ助成事業

実施要綱

[一四

(一財)自治総合センター
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第2
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第4
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第7
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第9
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第 12

趣'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
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助成、ナ象団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・,・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

助成事業の実施体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,,・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

助成金・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

助成対象怪費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,・・・・・・・・・・・ 5

宝くじの宅士貝献広幸艮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

助成の申・手や与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,,・・・ 6
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事業内谷の変更・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

助成金の付・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フ

一目 伏一
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第1 趣旨

一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)は、宝くじの

社会貢献広報事業として、この要綱の定めるところにより、コミュニティ活動に必要な備

品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の

国際化の推進及ぴ活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動

の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するもの

と,、る。

令和3年度コミュニティ助成事業実施要綱

第2 助成事業

1,=ミュニティ助成事業は、次の各事業とする。

(1)一般コミュニティ助成事業

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図叺地域の連帯感に基づく自治

意識を盛り上げることを目指すもので、ニミュニティ活動に直接必要な設備等(建築

物、消耗品は除く)の整備に関する事業。

(2)コミュニティセンター助成事業

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図る

ため、住民の需要の実態に応じた機能を有司一る集会施設(コミュニティセンター・自

治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事

業。

(3)地域防災組織育成助成事業

ア.自主防災組織育成助成事業

一定地域の住民が当該地域を災害から守るために肉主的に結成した組織又はそ

の連合体が行う地域の防災活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整

備に関する事業。

イ.消防団育成助成事業

地域防災のりーダーである消防団の装備の拡充を図るとともに、消防団の活動

に対し地域住民から積極的な協力を得るために必要となる設備等(建築物、消耗品

は除く)の整備に関,、る事業。
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ウ.女性防火クラプ育成助成事業

女性防火クラブなど主に家庭に船ける初期消火活動、救出救護活動及び防火思

想の高揚等に必要となる資器材等の整備に関する事業。

エ,幼年消防クラブ育成助成事業

幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材等の整備に

関する事業。

オ.女性消防隊育成助成事業

女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となる D-1級軽可搬消防ポンプ等

及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に関する事業。

カ.少年消防クラブ育成助成事業

将来の地域防災を担う.人材の育成に資するため、少年消防クラプの消防防災実

践活動に必要な資機材の整備に関する事業。

(4)青少年健全育成助成事業

青少年の健全育成に資するため、スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活

動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として

親子で参加するソフト事業。

(5)地域づくり助成事業

ア.共生の地域づくり助成事業

地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢者、障がい者

など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な設備等(建築物、消

耗品は除く)の整備に関する事業又はソフト事業。

イ.活力ある地域づくり助成事業

地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施

する特色あるソフト事業。

(6)地城の芸術環境づくり助成事業

企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、自ら企画・制

作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地

域交流プ目グラム」を伴うソフト事業。

(フ)地域国際化推進助成事業

多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ

他の団体の模範となるソフト事業。
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2.前項の各事業は、次の要件を満たすものとする。

(1)宝く,じの社会貢献広報の効果が発揮できるもの。

(2)国の補助金及び地方債を充当していないもの。(第2の 1 (6)は除く)

(3)令和3年4月1日以降に実施し、翌年3月31日までに完了するもの。

(4)原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備等の整備でないも

の。

第3 助成対象団体

助成の対象となる団体は、,市(区)町村(政令指定都市は除く。以下同じ。)、広域連合、

一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会とする。

第4 助成事業の実施主体

1.事業実施主体は、次のと船りとする。

(1)一般コミュニティ助成事業

市(区)町村又は市(國町村が認めるコミュニティ組織

(2)コミュニティセンター助成事業

市(区)町村又は市(区)町村が認めるコミュニティ組織

(3)地域防災組織育成助成事業

第2の1 (3)の事業区分に従い、次のとおり。

ア.市(区)町村又は市(区)町村が認める自主防災組織

イ.消防団を有する市(國町村、広域連合及び一部事務組合

ウ,市(区)町村、広域連合及び一部事務組合

エ.市(区)町村、広域連合及び一部事務組合

オ.女性消防隊を有する市(國町村、広域連合及び一部事務組合

カ.少年消防ク'ラプを有する市(区)町村、広域連合及び一部事務組合

(4)青少年健全育成助成事業

市(区)町村Jては市(区)町村が認めるコミュニティ組織

11
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(5)地域づくり助成事業

第2の1 (5)の事業区分に従い、次のとおり。

ア.市(区)町村

イ.市(圓町村、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された

協議会、実行委員会等。

,

(田地域の芸術環境づくり助成事業

市(区).町村、広域連合、一部事務組合、指定管理者、特定公益法人及び実行委員

(フ)地域国際化推進助成事業

市(区)町村が認めるコミュニティ国際交流組織

2.事業実施主体1団体あたり、申請は1件に限るものとする。ただし、事業実施主体が

市(区)町村となる場合は、各事業(第2の1 (3)、(5)は各事業区分)につき 1件

に限るものと司、る。

第5 助成金

助成金は、1件につき次の額で10万円単位住0万円末満を切り捨て)とする。

1.一般コミュニティ助成事業

100万円から 250万円まで

2.=ミュニティセンター助成事業

対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、 1,500万円まで。

3.地域防災組織育成助成事業

第2の1 (3)の事業区分に従い、次のと.おり。

ア.30 万円から 200 万円まで

イ.50 万円から 100万円まで

ウ、 100万円まで。ただし、防火防災訓練用資器材の整備については、印万円まで。

40万円まで二1二.

オ.100万円まで

カ.100万円まで

、

1.2

会



4 青少年健全育成助成事業

30万円から 100 万円まで

5.地域づくり助成事業

第2の1 (5)の事業区分に従い、次のとおり。

ア.1,000万円まで。ただし、ソフト事業の場合は 500万円まで。

イ.200 万円まで。

6 地域の芸術環境づくり助成事業

5Q0万円まで

7 地域国際化推進助成事業

200万円まで

第6 助成対象経費

1.助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とする。ただし、事業実施

主体が負担金等を徴する場合には、総額から負担金等の収入を控除した額以内とする。

2.次のものは助成対象外の経費とする。

(1)土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外

構工事に要する費用。

(2)ソプト事業に船ける、事業実施主体の経常的経費、他用途に転用可能な備品や消耗

品の購入経費、工事を伴う施設整備等の経費、食糧費。

第7'宝くじの社会貢献広報

1.宝くじの受託事業収入を財源として助成されることから、事業で整備する施設又は設

備等、若しくは実施するイベント等ソフト事業のポスターやチラシ及ぴ看板等に、宝く

じの広報表示を行うものとする。なお、表示にかかる経費は助成対象とする。

2.広報誌等を通じ、「宝くじの助成金で整備した」若しくは「宝くじの助成金で実施,、

る」旨の広報を行うものとする。
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第8 助成の申請手続

助成対象団体の長は助成申請書偶リ記様式第1号)を、都道府県知事を経由して、自治

総合センター理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。また、都道府県

知事は、助成申請書と併せて副申書促脂E様式第2号)を、理事長に提出するものとする。

第9

1

助成の決定 ノ

理事長は、助成申請書を受理した後、内容を確認し、助成の対象及び助成額を決定す

るものとする。

2.理事長は、第2の助成事業のうち特に必要と認める場合には、当該事業に知見を有す

る者の協力を得て、助成申請書の内容を審査し、助成額を決定することができる。

3.1により助成を決定した場合は、理事長はその旨を都道府県知事に通知し、都道府県

知事はこれを助成対象団体の長に通知するものとtる。

4.1により決定した助成金は、必ず助成対象団体の予算に計上して処理するものとする。

第10"事業内容の変更

1,助成対象団体の長は、助成の決定を受けた事業について、その内容に変更が生じる場

合は、速やかにその理由を付し、都道府県知事を経由して、理事長に変更申請書(別記

様式第4号)を提出し、事業実施前にその承認を受けるものとする。

2.1により変更を承認した場合は、理事長はその旨を都道府県知事に通知し、都道府県

知事はこれを助成対象団体の長に通知するものとする。

14

第Ⅱ助成金の交付

1.助成対象団体の長は助成金の交付を受けようとする場合は、事業完了後の所定の期間

内に実績帳告書(別記様式第3号)を作成し、必要書類を完備のうえ、都道府県知事を

経由して理事長に提出tるものとする。

2.理事長は、実績報告書を受理した後、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を都道

府県知事に通知するとともに、助成金を助成対象団体の長に交付するもの・とする。



第12 その他

この要綱に定めのない事項については、理事長が別に定めるものと,、る。

、
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予算説明

款

2

総務費

1 概要

西南の役等戦没者の遺骨が埋葬されている西小島 2 丁目市有地の石垣に膨張箇

所等が見られることから、崩落等による危険を除去するための工事等を実施し、近

隣住民の安全、地域環境の保全を図るもの。

2 事業内容

・石垣補修等工事 42,800千円

(工事内容)樹脂注入A=76肘、水抜管設置39本

進入防止張出柵嗹云落防止柵設置L=13.4m

石垣の安全確保のための工事は、住家が近接し、通路が狭いなど施工条件が限ら

れることから、石垣に発生した膨張箇所等(空洞部分)1こ樹脂を真空状態で注入し、

構造物の強度を確保する工法を用いることとしている。

なお、西小島2丁目市有地の全体工事としては、今回のもののほか樹木伐採、ブ

ロック塀撤去、転落防止柵設置を実施する予定とじている。

項

総務管理費

目

6

財産管理費

番号

1-1

事

【単独】市有財産保全事業費

西小島2丁目

千円

10,700

業 名

【参考】

(全体工事内訳)

補正額

予

令和2年度

(補正)

千円

算

42,800

令和3年度

(当初)

測量設計委託

工

今回補正

樹木伐採工

種

ブロック塀取壊工

柵工

3 財源内訳

石垣補修工

・十

測量設計業務(施設全体)

柵工

事業費

樹木伐採6本

千円

42,800

ブロック塀取壊 L・82.7m

主な内容

転落防止柵設置L案126.7m

※一般単独事業債

国庫支出金

樹脂注入A=76 市、水抜管設置39本

進入防止張出柵・転落防止柵設置L=13.4m

(金額:千円)

千円

県支出金

充当率75%(交付税措置率一%・)
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財

予算額

千円

源

6,100

地方債※

内

18,500

千円

32,100

42,800

その他

67,400

千円

一般財源

書

訳
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西小島2丁目市有地位置図
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石垣膨張箇所状況(東側)
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石垣(東側)
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(施工図)
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(参考)令和2年度仁田佐古小学校擁壁補強等工事
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